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大阪市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱 

 

（目 的） 

第１条 この事業は、修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の事由により、母子家庭、

父子家庭及び寡婦（以下「ひとり親家庭等」という。）が、一時的に生活援助、保育の

サービスを必要とする場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生

じている場合に、家庭生活支援員を派遣するなど、その生活を支援し、ひとり親家庭等

の生活の安定を図ることを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、事業の一部を母子・父子福祉団体

等市長が指定する法人（以下「法人」という。）に委託して行うものとする。 

 

（定 義） 

第３条 この要綱において「母子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第１

項に定める配偶者のない女子で現に当該女子の児童（20歳に満たない者）を扶養してい

る家庭をいう。 

２ この要綱において「父子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に

定める配偶者のない男子で現に当該男子の児童（20歳に満たない者）を扶養している家

庭をいう。 

３ この要綱において「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第４項に定め

るものをいう。  

 

（対象家庭） 

第３条の２ 本事業の対象は、本市の区域内に住所を有するひとり親家庭等（離婚調停中

など、離婚前の困難を抱える母又は父についても対象とする。）であって、自立促進に

必要な事由（技能習得のための通学、就職活動、恒常的な時間外勤務等）又は社会通念

上必要と認められる事由（疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転

勤、出張及び学校等の公的行事への参加等）により、一時的に生活援助、保育のサービ

スが必要な家庭及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じ

ている家庭とする。 

 

（便宜の種類及び内容） 

第４条 便宜の種類は生活援助と子育て支援とし、次の援助又は支援を行うものとする。 

（１）生活援助の内容は、家事、介護その他の日常生活の便宜とする。 

（２）子育て支援の内容は、保育サービス及びこれに付随する便宜とする。 

 

（事業の実施場所） 

第５条 本事業の実施場所は､次のとおりとする。 

（１）生活援助 
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被生活援助者の居宅 

（２）子育て支援 

ア 家庭生活支援員の居宅 

イ 講習会等職業訓練を受講している場所 

ウ 子育て支援関連施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所（子育て支援を

受ける者の居宅を含む。） 

 

（派遣等申請、決定、変更） 

第６条 家庭生活支援員の派遣等を希望する者（以下、申請者という。）は、「家庭生活支

援員派遣等事前登録申請書・異動届」（様式第１-１号）及び「家庭生活支援員派遣等事

前登録申請書・異動届（写）」（様式第１-２号）を年度毎に、居住区の保健福祉センタ

ー所長に提出しなければならない。 

２ 保健福祉センター所長は、前項の申請があった場合、派遣等事前登録について審査し、

その要否を決定する。ただし、保健福祉センター所長が緊急を要すると認める場合は、

申請書の提出等は事後でも差し支えないものとするが、手続き等はできる限り速やかに

行うものとする。 

３ 保健福祉センター所長は、派遣等対象家庭として決定したときは、「家庭生活支援員派

遣等対象家庭登録決定通知書」（様式第２-１号）により、申請者及び法人代表者に、ま

た、派遣等登録の対象とならないときは、「家庭生活支援員派遣等対象家庭登録不承認

通知書」（様式第３号）により申請者に通知しなければならない。 

４ 派遣等対象家庭として決定した者は、当初の派遣等事前登録申請の際に届け出た内容

に変更が生じた場合、第６条第１項に定める書類を居住区の保健福祉センター所長に提

出しなければならない。 

５ 保健福祉センター所長は、前項の申請があった場合、内容を審査し、「家庭生活支援員

派遣等対象家庭登録変更決定通知書」（様式第２-２号）により、申請者に通知しなけれ

ばならない。 

 

（辞 退） 

第７条 派遣等事前登録家庭が派遣等を辞退するときは、「家庭生活支援員派遣等対象家庭

登録辞退届」(様式第４号)を居住区の保健福祉センター所長に提出するものとする。 

２ 保健福祉センター所長は、前項の辞退届を受理し、派遣等事前登録を取り消すときは、

登録家庭及び法人代表者に「家庭生活支援員派遣等対象家庭登録抹消通知書」(様式第

５号)によりその旨を通知しなければならない。 

 

（家庭生活支援員の選定及び登録） 

第８条 法人代表者は、ひとり親家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有し、かつ次の要件

を備えている者のうちから家庭生活支援員を選定し、登録しておくものとする。 

（１）生活援助は、旧訪問介護員（ホームヘルパー）３級以上、介護職員初任者研修、介

護福祉士実務者研修、介護福祉士、又は看護師のうちいずれかひとつの資格を有する

者とする。 
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（２）子育て支援は、別に定める一定の研修を修了した者、保育士、幼稚園教諭普通免許

及び看護師のうちいずれかひとつの資格を有する者とする。なお、ファミリー・サポ

ート・センター事業の提供会員（所定の講習カリキュラムの項目を全て受講した者又

は当該講習を修了した者とみなすこととされている者）については、別に定める一定

の研修と同等の研修を修了した者とすることができる。 

２ 法人代表者は、家庭生活支援員の選定にあたっては、母子家庭の母及び寡婦を積極的

に選定するよう努めること。 

 

（名簿の整備） 

第９条 保健福祉センター所長は、「家庭生活支援員派遣等対象家庭名簿」（様式第６号）

を整備し、常にその状況を把握しておかなければならない。 

２ 法人代表者は、｢家庭生活支援員派遣等対象家庭名簿｣（様式第７号）及び「家庭生活

支援員登録名簿」（様式第８号）を整備し、常にその状況を把握しておかなければなら

ない。 

３ 家庭生活支援員は、「家庭生活支援員登録名簿」（様式第８号）に登録されている内容

に変更があった場合は、その変更内容について、速やかに法人代表者に報告を行わなけ

ればならない。 

 

（家庭生活支援員の派遣等） 

第 10 条 ひとり親家庭等が家庭生活支援員の派遣等を必要とするときは、当該家庭の世帯

員又は近隣に在住する者等が事前に法人代表者に連絡し、「家庭生活支援員派遣等要請

書」（様式第９号）を提出するものとする。ただし、「家庭生活支援員派遣等要請書」は、

ファクス等の方法による提出でも差し支えないものとする。 

２ 法人代表者は、前項の要請があったときは、第９条第２項による派遣等対象家庭名簿

と照合のうえ、あらかじめ法人に登録した家庭生活支援員のうちから適当な者を選定し、

ひとり親家庭等に家庭生活支援員の派遣等を行うことができる。 

３ ただし、緊急を要する場合は、「家庭生活支援員派遣等事前登録申請書」と「家庭生活

支援員派遣等要請書」を同時に提出するなど、弾力的な運用を行っても差し支えないも

のとする。 

 

（業務の内容） 

第 11 条 家庭生活支援員の行う業務の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるも

のとする。 

（１）乳幼児の保育 

（２）児童の生活指導 

（３）食事の世話 

（４）住居の掃除 

（５）身の回りの世話 

（６）生活必需品等の買い物 

（７）医療機関等との連絡 
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（８）その他、通常必要と認められる用務 

 

（実施の単位等） 

第 12 条 支援内容を生活援助と子育て支援に区分し、実施単位は 1時間を単位とする。な

お、第５条（２）ウで規定する、被生活援助者の居宅における子育て支援は、生活援助

として取り扱うこととする。 

２ 派遣等の時間数は１か月あたり 40時間を限度とし、特別な事由があると認められる場

合は延長することができる。 

なお、父子家庭又は母子家庭になって間がないなど生活環境等が激変し、日常生活を営

むのに、特に大きな支障が生じている場合及び技能習得のための通学、就職活動等自立

促進に必要な事由により利用する場合等は特に配慮すること。 

 

（費用の負担） 

第 13 条 保健福祉センター所長は、第６条第２項に規定する派遣等対象家庭として決定を

行ったときは、派遣等対象家庭から「所得額申告書」を提出させるものとする。 

２ 保健福祉センター所長は、前項に規定する所得額申告書の提出があったときは、別表

の基準に基づき費用負担額区分を決定し、派遣等対象家庭に通知しなければならない。 

３ 法人代表者は、前項で決定された費用負担額区分を基準として、派遣等に要した費用

を月単位で派遣等家庭から徴収することとする。 

４ 前項の規定により法人代表者から費用の請求を受けた派遣等対象家庭は、派遣等に要

した費用を負担しなければならない。 

 

（家庭生活支援員に対する手当） 

第 14 条 家庭生活支援員は、派遣等対象家庭に対して行った業務の内容及び時間数に応じ

て手当を、法人代表者に請求する。 

２ 法人代表者は､前項の規定により､家庭生活支援員からの手当の請求があれば､家庭生

活支援員が行った活動を確認のうえ、手当を支払うこととする。 

 

（秘密の保持） 

第 15 条 家庭生活支援員は、その業務を行うにあたってひとり親家庭等の世帯員の人格を

尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を保持しなければならない。 

 

（関係機関等との連携） 

第 16 条 保健福祉センター福祉業務担当、こども青少年局子育て支援部こども家庭課及び

法人は、相互に十分な連絡及び調整を行うとともに、保健福祉センター生活保護業務

担当及び民生委員・児童委員業務担当、民生委員・児童委員等の関係機関等と密接な連

携を図りながら、事業を円滑に実施するものとする。 
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（派遣状況の報告） 

第 17 条 法人代表者は、事業実施について、四半期毎に事業実施報告書を作成し、四半期

終了月の翌々月 10 日までにこども青少年局長に報告しなければならない。 

 

（家庭生活支援員の研修） 

第 18 条 新たに登録する家庭生活支援員には、原則として、登録時に研修を実施する。 

２ 家庭生活支援員に対しては、原則として、年１回以上の研修を実施するものとする。 

 

（経 理） 

第 19 条 法人代表者は、この事業に関する経理を明らかにした簿冊を備えておかなければ

ならない。 

 

（施行の細目） 

第 20 条 この要綱の施行に関して必要な事項又は定めのない細目については、こども青少

年局長が定める。 

 

（附  則） 

１ この要綱は、昭和 57 年 12 月１日から施行する。 

２ 大阪市母子家庭介護人派遣事業運営要綱（昭和５０年大阪市民生局要綱第２０号）は、

廃止する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成元年 10 月１日から施行する。〔派遣対象家庭の拡大〕 

（附  則） 

１ この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 13 年４月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 15 年９月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 16 年４月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 
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（附  則） 

１ この要綱は、平成 26 年 10 月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 28 年１月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 29 年２月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、平成 30 年６月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、令和元年５月３１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

（附  則） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、第 13 条については令和３年６月１日から

適用し、別表については令和４年３月 22 日から適用する。 

（附  則） 

１ この要綱は、令和８年３月１日から施行する。 
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（別表） 

所得階層

区分 

利用世帯の区分 

【生計中心者の前年(１月～７月の 

間にあっては前々年)の所得】 

利用者の負担額（１時間あたり） 

子育て支援 生活援助 

Ａ 生活保護世帯 0円 0円 

Ｂ 市民税非課税世帯 0円 0円 

Ｃ 児童扶養手当支給水準の世帯 70円 150 円 

Ｄ 上記以外の世帯 150 円 300 円 

※ 階層区分の認定は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順とする。 

※ 所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令（昭和36年政令第405号）第３条

第１項並びに第４条第１項及び第２項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法

施行令第６条の７の規定は適用しないものとする。  

※ 子育て支援については、 

① 宿泊した場合の負担額は８時間分とし、児童１人の場合の負担額に 0.5を乗じて得

た額とする。 

② 児童数に応じた負担額とし、２人以上の児童１人につき児童１人の場合の負担額に

0.5 を乗じて得た額を加算する。 

③ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 

 


